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４．介護サービス事業所変更、各種加算に係る届出期間の厳守について 

 

変更届出について 

 指定を受けた内容に変更がある場合は、市ホームページを参照の上、変更のあった日から

10 日以内に、変更届出書に関係書類を添えて、所管課（介護保険課又は地域包括ケア推進

課）へ提出してください。（様式や添付書類は市ホームページを参照） 

 

 

 

 

 

 

上記事例が散見されますので、届出の徹底をお願いします。 

 

（サービス別所管課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 変更のあった日から 10 日以内に提出されていない 

✓ 変更があったにも関わらず、変更届出書を提出していない 

✓ 変更届の際は、「付表」も併せて提出すること 

（令和 6 年 10 月以降） 
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各種加算に係る届出について 

各種加算に係る届出については、サービス区分ごとに加算算定開始月や添付書類が異な

りますので、市ホームページを参照の上、提出してください。 

 

 

 

 

 

（サービス別所管課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 新規に算定する場合だけでなく、加算区分を変更する場合や加算 

要件を満たさなくなった場合も、速やかに届出をお願いします。 
 

✓  


